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. 会 議 結 果 報 告 書 

  

議題：秦野市職員の定数に関する条例の一部を改正することについて 

 担当部課等 政策部行政経営課、消防本部消防総務課 

 
説 明 者 

政策部長、行政経営課長、行政経営課課長代理（行政経営担当）、 

消防長、消防総務課長 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

Ｑ．新東名は３２年度末に開通予定となっているが、３２年４

月からの採用が必要か。 

Ａ．消防学校へ行くなどのため、１年の準備期間が必要である。 

Ｑ．消防職員は定数と配置数が同数であるが、市長部局の職員

などは異なっている。なぜ違いがあるのか。 

Ａ．市長部局は最も大きな組織であり、療養休暇取得者なども

含め、余裕を持った人数としているためである。 

 

 会 議 結 果 原案了承 

 

議題：秦野市市税条例の一部を改正することについて 

 担当部課等 財務部市民税課、財務部資産税課 

 
説 明 者 

財務部長、市民税課長、市民税課課長代理（税制収納管理担当）、

資産税課長 

 提 案 理 由 付議事案書「目的・必要性」のとおり 

 決定等を要する事項 付議事案書「決定等を要する事項」のとおり 

 

会 議 経 過 

(説明・意見等) 

【説明】 

資料に基づいて説明 

【質疑及び意見等】 

Ｑ．種別割における法人の減免を拡充する理由は何か。 
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Ａ．個人と同様、法人についても県の減免規定に合わせようと

するものであり、障害福祉に係るＮＰＯ法人なども対象とす

るものである。 

Ｑ．「自動車を使用せざるを得ない方に限って減免対象とすべ

き」とあるが、そのような取扱いとするのか。 

Ａ．下肢に障害がある方などは全て対象としたい。一方で、すで

に障害福祉課で行っている福祉タクシー利用券事業では、知

的障害者のＡ１、Ａ２を対象とし、Ｂ１、Ｂ２については対象

としておらず、歩行困難とは言えない方は対象から除くこと

としたい。 

（意見） 

 ・減免の対象については規則規定事項であり、平成３２年４

月からの運用であるので、障害福祉課の意見も聞いたうえ、

慎重に対応してほしい。 

 会 議 結 果 原案了承 

 

―以上― 


